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株式分割及び株式分割に伴う定款一部変更並びに株主還元方針の再変更に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年 11 月 10 日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款一部変更並びに 2024 年

６月に公表いたしました３か年中期経営計画「明日への変革 2027」（以下、「本中期経営計画」といいます。）中に

実施予定の株主還元方針の再変更を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 株式分割 

(1) 株式分割の目的 

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より多くの投資家の皆さまが投資しやすい環

境を整えることで、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。 

 

(2) 株式分割の概要 

① 株式分割の方法 

2026 年３月 31 日（火）を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主様の所有する普通株式

を、１株につき４株の割合をもって分割いたします。 

 

② 分割により増加する株式数 

株式の分割前の発行済株式総数 18,113,110 株 

株式の分割により増加する株式数 54,339,330 株 

株式の分割後の発行済株式総数 72,452,440 株 

株式の分割後の発行可能株式総数 200,000,000 株 

 

③ 分割の日程 

基準日公告日（予定） 2026 年３月 13 日（金） 

基準日 2026 年３月 31 日（火） 

効力発生日 2026 年４月 １日（水） 

 

  



④ その他 

今回の株式分割は、2026 年４月１日（水）を効力発生日としており、2026 年３月 31 日（火）を基準日

とする 2026 年３月期の期末配当金については、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。 

また、今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。 

 

2. 定款一部変更 

(1) 定款変更の理由 

今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第２項の規定に基づき、2026 年４月１日（水）をもって、当社定

款第６条で定める発行可能株式総数を以下のとおり変更いたします。 

 

(2) 定款変更の内容 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更後 

  （発行可能株式総数） 

第 ６ 条    当会社の発行可能株式総数は、

5,000 万株とする。 

  （発行可能株式総数） 

第 ６ 条    当会社の発行可能株式総数は、

20,000 万株とする。 

 

(3) 日程 

定款変更の効力発生日      2026 年４月１日（水）（予定）  

 

3. 株主還元方針の再変更 

(1) 株主還元方針再変更の理由 

今回の株式分割に伴い、本中期経営計画中に実施予定の株主還元方針について、以下のとおり変更いたし

ますが、当該変更は株式分割の実施により調整を行うものであり、従来の方針から実質的な変更はありませ

ん。 

なお、変更後の方針は、株式分割後の株式数が対象となる 2027 年３月期より適用いたします。 

 

(2) 株主還元方針再変更の内容 

（下線は変更部分を示します。） 

 変更前 変更後 

株主還元方針 本中期経営計画期間中（３か年）

平均の総還元性向 50％以上、ただ

し１株当たり年間配当金の下限を

100 円とする普通配当 

本中期経営計画期間中（３か年）

平均の総還元性向 50％以上、ただ

し１株当たり年間配当金の下限を

25 円とする普通配当 

総還元性向 

の内訳 

① 普通配当※ 配当性向 40％以上 

② 自己株式の 

取得 

状況を勘案しながら機動的に実施 

 

  



 変更前 変更後 

特別配当方針 当社旧川口製造事業所跡地の譲渡

益から法人税等控除後のものを、

2024 年３月期から 2027 年３月期

の４期間にわたり、毎期１株当た

り 30 円の特別配当（総額約 20 億

円）として実施 

当社旧川口製造事業所跡地の譲渡

益から法人税等控除後のものを、

2024 年３月期から 2027 年３月期

の４期間にわたり、2024 年３月期

から 2026 年３月期の３期間は毎

期１株当たり 30 円、2027 年３月

期は１株当たり７円 50 銭の特別配

当（総額約 20 億円）として実施 

※2025 年３月期については、当社旧川口製造事業所跡地の譲渡益を配当原資の範囲から除外して実施 

 

(3) 適用期間 

上記株主還元方針の変更は、引き続き本中期経営計画期間中に適用されるものとし、本中期経営計画期間

の終了時点で見直しを行うこととします。 

 なお、本中期経営計画期間中において、災害や経済危機等により会社経営に重大な影響を及ぼす事象が生

じた場合は、本方針を見直す可能性があります。 

 

（注）本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したもので

あり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる場合がございます。 

 

以 上 


